
川 崎 市 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス  

利 用 者 に 対 す る 支 援 措 置 事 業 実 施 要 綱  

 

平 成 1 7年 ４ 月 １ 日  

1 7川 健 介 保 第 30 4号  

健 康 福 祉 局 長 専 決  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 1 2 3号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） の 実 施 に 伴 う 激 変 緩 和 の 観 点 か ら 、 低 所 得 で あ っ て 障 害 者 施 策 に

よ る 訪 問 介 護 を 利 用 し て い た 者 等 （ 以 下 「 障 害 者 等 」 と い う 。 ） の 利 用

者 負 担 を 減 額 す る こ と に よ り 、 訪 問 介 護 若 し く は 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 又

は 第 一 号 訪 問 事 業 の う ち 介 護 予 防 訪 問 介 護 に 相 当 す る 事 業 （ 自 己 負 担 割

合 が 保 険 給 付 と 同 様 の も の に 限 る 。 ） （ 以 下 、 「 訪 問 介 護 等 」 と い う 。 ）

の サ ー ビ ス の 継 続 的 な 利 用 の 促 進 を 図 る も の で あ る 。  

 

（ 実 施 主 体 ）  

第 ２ 条  事 業 の 実 施 主 体 は 、 川 崎 市 と す る 。  

 

（ 対 象 者 ）  

第 ３ 条  本 事 業 の 対 象 者 は 、 以 下 の と お り と す る 。  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に よ る

ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス の 利 用 に お い て 境 界 層 該 当 と し て 定 率 負 担 額 が ０

円 と な っ て い る 者 で あ っ て 、 平 成 18年 ４ 月 １ 日 以 降 に 次 の い ず れ か に 該

当 す る こ と と な っ た も の 。  

（ １ ）  6 5歳 到 達 以 前 の お お む ね １ 年 間 に 障 害 者 施 策 に よ る ホ ー ム ヘ ル プ

サ ー ビ ス を 利 用 し て い た 者 で あ っ て 、 65歳 に 到 達 し た こ と で 介 護 保 険 の

対 象 者 と な っ た も の 。  

（ ２ ）  特 定 疾 病 に よ っ て 生 じ た 身 体 上 又 は 精 神 上 の 障 害 が 原 因 で 、 要 介

護 又 は 要 支 援 の 状 態 と な っ た 40歳 か ら 64歳 ま で の 者 。  

 

（ 減 額 後 の 利 用 者 負 担 割 合 ）  

第 ４ 条  減 額 後 の 利 用 者 負 担 割 合 は 、 ０ ％ （ 全 額 免 除 ） と す る 。  

 

（ 減 額 の 期 間 ）  

第 ５ 条  減 額 の 期 間 は 、 当 該 年 度 の ８ 月 １ 日 か ら 翌 年 の ７ 月 末 ま で の １ 年

間 を 基 本 と す る 。 な お 、 当 該 期 間 中 に 軽 減 に 該 当 し た 場 合 は 、 当 該 日 の



属 す る 月 の 初 日 よ り 当 該 ７ 月 末 ま で と す る 。  

 

（ 減 額 の 実 施 ）  

第 ６ 条  減 額 は 、 次 の 減 額 認 定 証 の 交 付 に よ り 実 施 す る 。  

（ １ ） 申 請  

減 額 を 希 望 す る 障 害 者 等 は 、 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負

担 減 額 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に よ り 、 区 長 に 申 請 す る 。  

（ ２ ） 減 額 認 定 証 の 交 付  

区 長 は 、 障 害 者 の 申 請 に 基 づ き 、 減 額 の 必 要 を 認 め た と き は 、 障 害 者

等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ

り 通 知 す る と と も に 、 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 認

定 証 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 交 付 す る 。  

（ ３ ） 所 得 状 況 の 確 認 （ 減 額 の 更 新 ）  

ア  期 間 中 、 引 き 続 き 減 額 を 希 望 す る 者 は 、 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー

ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 更 新 申 請 書 ・ 家 庭 状 況 申 告 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に よ

り 、 区 長 に 申 請 す る 。  

イ  区 長 は 、 申 請 に 基 づ き 、 引 き 続 き 減 額 の 必 要 を 認 め た と き は 、 障 害

者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）

に よ り 通 知 す る と と も に 、 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担

減 額 認 定 証 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 再 度 交 付 す る 。  

 

（ 給 付 制 限 に よ る 減 額 支 給 の 変 更 ）  

第 ７ 条  「 保 険 料 滞 納 者 に 係 る 支 払 い 方 法 の 変 更 」 （ 法 第 66条 ） に よ り 、 減

額 に 値 す る 費 用 を 自 己 負 担 し た 者 は 、 次 の と お り 減 額 の 支 給 を 変 更 し 、

そ の 費 用 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 。  

（ １ ） 申 請  

減 額 に 値 す る 費 用 の 支 給 を 希 望 す る 者 は 、 障 害 者 等 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー

ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 支 給 申 請 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 、 区 長 に 申 請 す

る 。  

（ ２ ） 決 定  

区 長 は 、 申 請 に 基 づ き 、 減 額 の 必 要 を 認 め た と き は 、 障 害 者 等 ホ ー ム

ヘ ル プ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 減 額 支 給 決 定 通 知 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 通

知 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 は 、 健 康 福 祉 局 長 が 定 め る 。  

 

附  則  



（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 川 崎 市 訪 問 介 護 利 用 者 （ 介 護 保 険 法 施 行 時 等 ） 負 担 減 額 事 業 実 施 要 綱

の 廃 止 ）  

２  川 崎 市 訪 問 介 護 利 用 者 （ 介 護 保 険 法 施 行 時 等 ） 負 担 減 額 事 業 実 施 要 綱

（ 12川 健 高 計 第 ３ 号 健 康 福 祉 局 長 専 決 。 以 下 「 旧 要 綱 」 と い う 。 ） は 、

廃 止 す る 。  

（ 旧 要 綱 の 廃 止 に 経 過 措 置 ）  

３  こ の 要 綱 施 行 の 日 前 の 旧 要 綱 に よ る 訪 問 介 護 利 用 者 負 担 減 額 は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

 

附  則 （ 平 成 18年 ４ 月 １ 日 ・ 18川 健 介 保 第 26 5号 ・ 健 康 福 祉 局 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 18年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ

と が で き る 。  

（ 旧 要 綱 の 廃 止 に 経 過 措 置 ）  

３  こ の 要 綱 施 行 の 日 前 の 旧 要 綱 に よ る 訪 問 介 護 利 用 者 負 担 減 額 は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

 

附  則 （ 平 成 26年 ４ 月 １ 日 ・ 26川 健 介 保 第 13 4号 ・ 健 康 福 祉 局 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て は

、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ と

が で き る 。  

 

附  則 （ 平 成 28年 ４ 月 １ 日 ・ 27川 健 介 保 第 11 0 2号 ・ 健 康 福 祉 局 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 （ 平 成 30年 ４ 月 １ 日 ・ 30川 健 介 保 第 29 8号 ・ 長 寿 社 会 部 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  



２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て は

、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ と

が で き る 。  

 

附  則 （ 令 和 ２ 年 12月 1 7日 ・ ２ 川 健 介 保 第 11 4 2号 ・ 長 寿 社 会 部 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ

と が で き る 。  

 

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 15日 ・ ２ 川 健 介 保 第 15 1 9号 ・ 長 寿 社 会 部 長 専 決 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ

と が で き る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に よ り 調 製 し た 帳 票 で 現 に 残 存 す る も の に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 箇 所 を 修 正 し た 上 で 、 引 き 続 き こ れ を 使 用 す る こ

と が で き る 。  



第１号様式 
障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額申請書 
（障害者施策等によるホームヘルプ利用者負担軽減措置） 

 

注：太枠内のみ記入してください。 
 

受付年月日 
 
 

決定年月日 
 
 

交付年月日  

適 用 期 間  年  月  日から 有 効 期 限  年  月  日まで 

公 費 負 担  
者 番 号 

        公 費 受 給  
者 番 号 

       

給 付 率    ／１００  

備考 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（あて先）川崎市   区長 
次のとおり申請します。 

押 印 欄 

被
保
険
者 

被保険者番号          
申請日 

 
 年  月  日 

フ リ ガ ナ 
 

氏  名 

 

生年月日 
明・大・昭 
 

年  月  日 

 

住  所 

〒   － 
 川崎市  区 
 

電話番号    （    ） 

利用者負担額  
減額対象者区分 

 
 
 



第２号様式 
 
 
 
 

番         号 
  年  月  日 

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額決定通知書 

（障害者施策等によるホームヘルプ利用者負担軽減措置） 
 

                               川崎市   区長 
 
 

先に申請のありました障害者等ホームヘルプサービス利用者負担額減額について、次のとおり決定

しましたので通知します。 

被保険者氏名   

被保険者番号                      

 

決定年月日     

決 定 事 項 

認
定
す
る 

適用年月日 （認定内容）   

有効期限 給付率   

公費負担者番号 

公費受給者番号 

認
定
し
な
い 

理由 

  

  

  

 
 この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 3月以内に、神奈川県介護保険審査会に対して審査

請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」といいます。）は、前記の審査請求に係る裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して 6月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表者となります。）提起することができます。

なお、取消訴訟は、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があ

った日から 3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取消訴訟を提起することができます。 



第３号様式        （表）                              （裏） 

 

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額認定証  

（障害者施策によるホームヘルプ利用者負担軽減措置） 

 

交付年月日 

公費負担者番号         

公費受給者番号         

受 

給 

者 

住所  

フリガナ  

氏名  

生年月日  

介護保険被保険者番号  

適用年月日 から  

有効期限 まで  

減 額 内 容 

（給付率） 

公費  ／100 

保険 90／100 

発行機関名 

及び印 

 

川 崎 市 印 
 

 

注
意
事
項 

一 

訪
問
介
護
若
し
く
は
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
又
は
第
一
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介

護
に
相
当
す
る
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
認
定
証
を
事
業
者
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

右
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
利
用
者
負
担
額
は
、
介
護
費
用
か
ら
介
護
費
用
に

給
付
率
を
乗
じ
た
額
を
引
い
た
額
に
な
り
ま
す
。 

三 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
の
認
定
の
条
件
に
該
当
し 

な
く
な
っ
た
と

き
、
減
額
の
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
延 

な
く
、
こ
の
証
を
市
に
返
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。 

四 

こ
の
証
の
表
面
の
記
事
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
、

市
に
そ
の
旨
を
届
け
て
く
だ
さ
い
。 

五 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 



第４号様式 

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額更新申請書・家庭状況申告書 

（障害者施策によるホームヘルプ利用者負担軽減措置） 

 

家
庭
状
況 

氏名 続柄 生年月日 課税状況等（〇で囲んでください） 
 
（生計中心者） 

 明・大・昭 
  年 月  日 

所得税  （課税・非課税）・未申告 
市町村民税（課税・非課税）・未申告 

   
 

所得税  （課税・非課税）・未申告 
市町村民税（課税・非課税）・未申告 

   所得税  （課税・非課税）・未申告 
市町村民税（課税・非課税）・未申告 

   所得税  （課税・非課税）・未申告 
市町村民税（課税・非課税）・未申告 

注：太枠内のみ記入してください。 
 

受付年月日  決定年月日  交付年月日  

適 用 期 間  年  月  日から 有 効 期 限  年  月  日まで 

公 費 負 担  
者 番 号 

        公 費 受 給  
者 番 号 

       

給 付 率 公費   ／１００  

備考 
 
 
 
 

（あて先）川崎市  区長 
次のとおり申請します。 

押 印 欄 

被 
 
 

 

保 
 

 
 

険 
 

 
 

者 

被保険者番号          
申請日  年  月  日 

フ リ ガ ナ 
 

氏  名 

 

生年月日 
明・大・昭 

 
 年  月  日 

 

住  所 

〒   － 
 川崎市  区 
 

電話番号    （    ） 

利用者負担額  
減額対象者区分 

 
 
 



第５号様式 
 

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額支給申請書 
 

 
（あて先）川崎市   区長 
 次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 
押 印 欄 

 

申
請
者 

氏名 
 申請日   年  月  日 

本人との関係  

住所 
〒 
 

電話番号    （    ） 

被
保
険
者 

被保険者番号            

氏名 
 

住所 
〒 
 

電話番号    （    ） 

支払った期間     年  月  日 から     年  月  日まで 

支払った金額 
円 

※ 
支給額 

 
円 

次のとおり口座振込を依頼します。 

振
込
先 

銀行 
信用金庫 
信用組合 

本店 
支店 
出張所 

種

目 
1 普通 
2 当座 

口座番号 

       
 金融機関 

コード 
    支店 

コード 
    フリガナ  

口座名義人 
 
 

※ 口座振込名義人が被保険者でない場合は、次の委任状に記入してください。 
委任状 上記、障害者施策等ホームヘルプサービス利用者負担減額の受領に関する

権限を委任します。 
委任者（被保険者）        受任者（口座名義人） 
 
氏名               氏名             
 

※ 太枠のみ記入してください。 
受付日  No 支給予定日  添

付 
書

類 

□ 領収書 
□ サービス提

供証明書 
□ 減額認定証 

入力日 
 

支給の可否 □ 支給 □ 不支給 

 



第６号様式 
文 書 番 号 

    年   月   日 
 

様 
 

区 長 名（印） 
 

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額支給決定通知書 
 

 先に申請のありました、障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額の差額分支給について

は、次のとおり決定しましたので、通知します。 
 

被保険者番号           

氏名  

決定年月日     年  月  日 

対象期間     年  月  日から    年  月  日まで 

支給額  

支給予定日     年  月  日 

備考 
 
 

 
この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３月以内に、川崎市

長に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」とい

います。）は、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に、川崎市

を被告として（川崎市長が被告の代表者となります。）提起することができます。なお、取消訴訟

は、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされています

が、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続

行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正

当な理由があるときは、裁決を経ないでも取消訴訟を提起することができます。 
 
 

問い合わせ先 
 

電話 


